
「次世代プレーリーダー養成講座」
平成29年度 杉並区子どもプレーパーク事業

子どもの主体的な遊びができるプレーパークで専門スタッフとして関わってみませんか？
　私たち「特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会（以下冒険あそびの会）」は、杉並区をフィールドとして、
「日常的な生活の中で、子ども自ら遊ぶことのできる場所と場面を提供する。身近な外遊びが継続的にでき
る場所を責任を持って守る。」をコンセプトに、子どもの遊び場＝プレーパークを開催しています。
　「杉並区子どもプレーパーク事業」は平成 27 年度から始まった杉並区と冒険あそびの会との協働提案事
業で、その取り組みの一つとして、将来にわたって子ども達と共に活動していく専門スタッフを育成するた
めに「次世代プレーリーダー養成講座」を開講します。
　今年度は講師に、現在日本のプレーパークの第一線で活躍されている方々をお招きすることができました。
子どもに関わる現場にいらっしゃる方、これから関わりたい方、めったにないチャンスですので、ふるって
ご参加ください。

プレーリーダーとは
楽しい遊びには危険がつきものです。
子ども達が自分の責任で最後まで遊
ぶことができるように、遊びの途中で
できる限りストップをかけずに、道具
の使い方を教えたり、現場のリスクマ
ネージメントや見守りを行ったりして、
子どもの発想を引き出す専門スタッフ
です。

申し込み方法等は裏面をご覧ください。
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回　日時 (平成29年）　　　　 テーマ　　　　　　　　　　  　 講師　　　　　　　　　　　　会場

11/23（祝・木）
  13：30～15：30

プレーリーダー（プレイ
ワーカー）とは

プレーリーダーとして
必要とされるスキル

プレーリーダーとして
必要なスキルの実技

ワークショップ
求められる
プレーリーダー像

宮里　和則氏
（プレイワーク研究会/NPO法人ふ
れあいの家　おばちゃんち理事）

関戸　博樹氏
（プレイワーク研究会/日本冒険遊
び場づくり協会理事）

関戸　博樹氏
（プレイワーク研究会/日本冒険遊
び場づくり協会理事）

天野　秀昭氏
（プレイワーク研究会/日本冒険遊
び場づくり協会理事）

あんさんぶる荻窪
　　　　4階第2教室
　杉並区荻窪5-15-13
　　　（「荻窪駅」徒歩3分）

あんさんぶる荻窪
　　　　4階第2教室

杉並区立柏の宮公園内
杉並冒険遊び場☆のびっぱひろっぱ
　 杉並区浜田山2-5-1  （「浜田山駅」
徒歩3分） 　雨天実施　雨具持参

11/23（祝・木）
  15：45～17：45

11/26（日）
  13：00～15：00

12/2（土）
  19：00～21：00

受講者同士で助け合いながらロープ結びを
マスターし、グループ毎に分かれて、ブランコ
を作成することができました。子どもたちが喜
んで遊ぶ姿も見られました。短時間で技術を
習得でき、達成感も得られ、実り多い時間に
なりました。もっと自由にロープ遊具を展開
できるようになりたいと感じました。

M・Nさん

プレーリーダーについてよく理解し
ていなかったが、受講することで、
プレーリーダーの役割や立ち回り
方をしっかり学ぶことができた。プ
レーリーダーを目指すものとして、
有意義で収穫の多い講座だった。

Y・Aさん



■対象・人数
　将来「杉並子どもプレーパーク事業」などにプレーリーダーとして関わりたい方
　各回２０名
■参加費　　2,000円  （全４回分　集金は当日行います）
■申込方法
　①郵便番号・住所  ②名前（ふりがな）  ③年齢  ④電話番号  ⑤メールアドレス
　⑥現在行っている活動があれば活動内容を記入し、メールまたはFAXでご応募ください。
　メールでのご応募は右のQRコードを、FAXでのご応募は以下の書式をご利用頂けます。
■申込締め切り　11月19日（日）
■主催　杉並区　　　　　　　　　　　　　　　　    http://suginami-playpark.jp/
　　　　特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会　　http://nobippa.org/
■申込先・問い合わせ先
　　　　特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会　 
　　　　担当   丹羽（にわ）：０９０－３９６１－１７５４　　
　　　　　　   FAX:０３－３３１６－８２８５　　　メール：asobiba@nobippa.org

※取得した個人情報の取扱いについて 
◆個人情報はこの事業の運営の為に利用します(DMの送付を含む)。 また記録の為の写真撮影、録音、録画の実施
　及び情報誌への掲載を行うことがあります。 
◆個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただけない場合はこの事業に参加できません。
◆ご本人は個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を請求する
　ことができます。


